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令和３年度 職場の年末安全衛生推進運動 

 

愛知労働局長による建設現場の 

安全衛生パトロールを実施します 
 

 

  年末の慌ただしい時期を迎えるにあたり、働く仲間が誰一人ケガをする

ことなく明るい新年を迎えられるよう、愛知労働局では「令和３年度 職

場の年末安全衛生推進運動」（別添）を展開します。 

  同運動の一環として、運動初日の 12月１日（水）に愛知労働局長によ

る建設現場の安全衛生パトロールを実施します。 

  詳細は次回の記者会見（11月 29日（月））でお知らせします。 

 

記 

 

日  時：令和３年 12月１日（水）午前 10時～午前 11時 30分（予定） 

      降雪等の悪天候の場合は 12月３日に順延 

 

名  称：（仮称）名古屋ホテル PJT 

      （名古屋市中区栄５丁目 1501・1504番地１） 

 

元  請：清水建設株式会社 名古屋支店 

 

工事内容：地下１階、地上 14階のホテル・集会場等建築工事 

 

令和３年 10月 28日（木） 
 
【照会先】 
労働基準部安全課 
安 全 課 長  鳥居 粧滋 
主任安全専門官  久住 昌輝 

電 話   052(972)0255 
 

 

厚生労働省愛知労働局 



令和３年度 職場の年末安全衛生推進運動実施要綱 
 

愛知労働局・管下労働基準監督署 

１  趣   旨 

愛知労働局管内の死亡又は休業 4 日以上の労働災害（以下、「死傷災害」という。）は長期

的には減少傾向にありますが、平成 28 年以降は増加傾向であり、令和 2 年は死傷災害 7,461

人（平成 28 年比 17.3％増）、死亡災害 50 人（平成 28 年比 16.3％増）となっています。 

また、本年８月末日現在における死傷災害は 4,496 人（令和２年同期比 12.7％増）、死亡

災害 17 人（令和２年同期比 32.0％減）となっており、死亡災害は減少しているものの、死

傷災害の増加に歯止めが掛からない状況となっています。 

労働災害を防止するためには、現場や作業の実態と関わる危なさを把握し、事業者が「基

本」を決め、労働者が定められた基本動作を守る、日々の「管理」が必要です。 

愛知労働局、管下労働基準監督署は、年末の慌ただしい時期を迎えるにあたり、働く仲間

が誰一人ケガをすることなく明るい新年を迎えられるよう、本来の「管理」に今一度立ち戻

ることを提唱し、「令和３年度 職場の年末安全衛生推進運動」を実施します。 

２  スローガン ：「 無災害 みんなで迎える 明るい新年 」 

３  実 施 期 間 ： 令和３年 12 月 1 日 ～ 令和３年 12 月 31 日 

４  主  唱  者 ： 愛知労働局、管下労働基準監督署 

５  協  賛  者 ： 中央労働災害防止協会中部安全衛生サービスセンター、建設業労働災害防止

協会愛知県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会愛知県支部、港湾貨物

運送事業労働災害防止協会東海総支部、林業・木材製造業労働災害防止協会

愛知県支部、(独)労働者健康安全機構愛知産業保健総合支援センター、(公財)安

全衛生技術試験協会中部安全衛生技術センター、(公社)愛知労働基準協会、各地

区労働基準協会、(公社)建設荷役車両安全技術協会愛知県支部、(一財)東海北陸鉱山

会、(一社)日本砕石協会愛知県支部、(一社)日本ボイラ協会愛知支部、(一社)日本クレ

ーン協会東海支部、(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会愛知支部 

６  主唱者及び協賛者の実施事項 

(1) 局署及び労働災害防止団体の合同パトロール 

(2) 本運動の周知による管内事業場の安全衛生意識の啓発 

７  事業場における実施事項 

(1) 事業者の実施事項 

○ 現場や作業の実態と関わる危なさの把握 

○ 守るべき「基本」を定め労働者への徹底を図る 

(2) 労働者の実施事項 

○ 定められた基本動作の遵守 



事業者の皆さま・守るべき「基本」を決めていますか︖ 

 整理整頓のための収納場所を決めていますか？ 

 作業に応じた服装や保護具を決めていますか？ 

 作業手順を決めていますか？ 

臨機応変な対応を求めるのは、「基本」を決めた上でのことです。 

 安全な通路を決めていますか？ 

 階段に手すりを設置していますか？ 

 機械装置の異常時に「止める・呼ぶ・待つ」と決めていても 

・どのボタンで止めるのか教育していますか？ 

・誰をどのように呼ぶか決めていますか？ 

・どのように待つか決めていますか？ 

 機械の掃除、注油、修理、点検等の手順を決めていますか？ 

 あらかじめ作業計画を決め、関係者に周知していますか？ 

 

労働者の皆さま・基本動作は守られていますか︖ 

 整理整頓をしましょう。 

 決められた服装や保護具を身につけて作業しましょう。 

 決められた作業手順を守りましょう。 

 決められた通路を歩きましょう。 

 階段では手すりを持ちましょう。 

 機械装置に異常があれば、「止める・呼ぶ・待つ」を励行しましょう。 

 機械の掃除、注油、修理、点検等では、機械を停止しましょう。 

 作業計画を変更しなければならないときは、判断を仰ぎましょう。 

 

本来の「管理」を考えましょう 

 守るべき「基本」を決めるためには、現場や作業の実態と、関わる危なさを把握すること

が必要です。危なさの度合いに応じて対応を決め「基本」を定めましょう。 

 「基本」を決め、守らせるのは事業者の役割、定められた基本動作を守るのは労働者の役

割です。労働者に任せた安全衛生「活動」から、事業者の行う安全衛生「管理」へ。 

愛知労働局、管下労働基準監督署は、本来の「管理」に立ち戻ることを提唱しています。 
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その先の新年へ



 整理整頓をしましょう

 決められた服装や保護具を身につけて作業しましょう

 決められた作業手順を守りましょう

 決められた通路を歩きましょう

 階段では手すりを持ちましょう

 機械装置に異常があれば、「止める・呼ぶ・待つ」を励行しましょう

 機械の掃除、注油、修理、点検等では、機械を停止しましょう

 作業計画を変更しなければならないときは、判断を仰ぎましょう

労働者の皆さま・基本動作は守られていますか︖

 整理整頓のための収納場所を決めていますか？

 作業に応じた服装や保護具を決めていますか？

 作業手順を決めていますか？

臨機応変な対応を求めるのは、「基本」を決めた上でのことです。

 安全な通路を決めていますか？

 階段に手すりを設置していますか？

 機械装置の異常時に「止める・呼ぶ・待つ」と決めていても

　・どのボタンで止めるのか教育していますか？

　・誰をどのように呼ぶか決めていますか？

　・どのように待つか決めていますか？

 機械の掃除、注油、修理、点検等の手順を決めていますか？

 あらかじめ作業計画を決め、関係者に周知していますか？

事業者の皆さま・守るべき「基本」を決めていますか︖

 守るべき「基本」を決めるためには、現場や作業の実態と、関わる危なさを把握する

ことが必要です。危なさの度合いに応じて対応を決め「基本」を定めましょう。

「基本」を決め、守らせるのは事業者の役割、定められた基本動作を守るのは労働者

の役割です。労働者に任せた安全衛生「活動」から、事業者の行う安全衛生「管理」へ。

愛知労働局・労働基準監督署は、本来の「管理」に立ち戻ることを提唱します。

本来の「管理」を考えましょう

（2021.12　愛知労働局・労働基準監督署）
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